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お知らせ お知らせ

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間

　

仙
台
法
務
局
及
び
宮
城
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
11
月
15

日
（
日
）
か
ら
11
月
21
日
（
土
）

ま
で
の
７
日
間
に
全
国
一
斉
「
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化

週
間
を
実
施
し
ま
す
。

　

女
性
の
人
権
擁
護
員
及
び
弁
護

士
が
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

開
設
時
間

　

11
月
15
日
（
日
）・�

21
日
（
土
）�

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

　

11
月
16
日
（
月
）
～
20
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　

相
談
は
無
料
で
、
予
約
は
不
要

平
成
21
年
度
陸
上
自
衛
隊

高
等
工
科
学
校
生
徒
募
集

　

防
衛
省
で
は
、
陸
上
自
衛
隊　

高
等
工
科
学
校
生
徒
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

陸
上
自
衛
隊
生
徒
は
中
学
校
卒

業
者
等
を
対
象
に
採
用
す
る
制
度

で
す
。

身
分

　

特
別
職
国
家
公
務
員
（
生
徒
）

＊
自
衛
官
で
は
あ
り
ま
せ
ん

手
当

生
徒
手
当

月
額
９
４
，
９
０
０
円

期
末
手
当年

２
回　

（
６
月
・
12
月
）

２
０
０
９
も
の
づ
く
り
展
示
交
流
会

　

仙
南
地
域
の
工
業
の
活
性
化
を

目
指
し
て
、
同
会
会
員
企
業
、
仙

南
地
域
の
各
工
業
系
列
高
校
等
が

出
展
す
る
展
示
交
流
会
を
開
催
し

ま
す
。

　

入
場
は
無
料
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
、

お
越
し
下
さ
い
。

日
時

　

平
成
21
年
11
月
13
日
（
金
）・
14
日
（
土
）

13
日
（
金
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

14
日
（
土
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

場
所

　

仙
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

（
柴
田
町
船
岡
字
照
内
１

－

９
）

問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
仙
南
広
域
工
業
会

　

☎
０
２
２
４

－

５
７

－

１
５
０
１���

　

武
田

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

「
か
く
よ
う
祭
」の
ご
案
内

日
時

　

平
成
21
年
11
月
７
日
（
土
）　

　

９
時
45
分
～
13
時
50
分

場
所　

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

テ
ー
マ

　

み
ん
な
で
開
こ
う
！
明
日
へ
の
扉

内
容

午
前　

ス
テ
ー
ジ
発
表

午
後　

作
品
展
示
・
作
品
販
売

問
い
合
わ
せ

　

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

　

☎
０
２
２
４

－

６
３

－

２
５
５
５

公
立
刈
田
綜
合
病
院
職
員
募
集

職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

　

看
護
師
20
名
・
臨
床
工
学
技
士

１
名

受
験
資
格

看
護
師

　

昭
和
45
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
当
該
職
種
の
免
許

を
有
す
る
方
、
ま
た
は
平
成
22
年

４
月
30
日
ま
で
に
免
許
を
取
得
す

る
見
込
み
の
方

臨
床
工
学
技
士

　

昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
当
該
職
種
の
免
許

を
有
す
る
方
、
ま
た
は
平
成
22
年

４
月
30
日
ま
で
に
免
許
を
取
得
す

る
見
込
み
の
方

試
験
日
時
お
よ
び
試
験
内
容

・
試
験
日
時

　

11
月
25
日
（
水
）
10
時
00
分
～

・
試
験
種
目

　

作
文
試
験
、
面
接
試
験

・
試
験
場
所　

同
病
院
大
会
議
室

採
用
予
定
日

　

平
成
22
年
４
月
１
日
以
降

（
既
に
免
許
を
お
持
ち
の
方
は
、

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。）

受
験
手
続
き

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募
集
要
項
に

記
載
し
て
い
る
提
出
書
類
を
、
期

間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
な
い
方
は
、
ご

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
郵
送
の
場
合
は
11
月
16
日

（
月
）
ま
で
の
消
印
有
効
で
す
。

申
込
受
付
期
間

　

11
月
２
日
（
月
）
～
16
日
（
月
）

　

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
き
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

同
病
院
総
務
課

　

☎
２
５

－

２
１
４
５

　

（
内
線
２
４
０
５
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

h
ttp
://w

w
w
.k
a
tta
-h
o
s
p
.

sh
iro
ish
i.m
iy
a
g
i.jp

国
保
診
療
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

歯
科
の
診
療
を
、
11
月
か
ら
午

後
も
行
い
ま
す
。
詳
し
い
時
間
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

月
・
水
・
金
曜
日

　

午
前
（
受
付
時
間　

午
前
８
時

30
分
～
11
時
30
分
）

　

午
後
（
受
付
時
間　

午
後
１
時

～
４
時
30
分
）

火
・
木
曜
日

　

従
来
通
り
午
前
診
療
（
受
付
時

間　

午
前
８
時
30
分
～
11
時
30

分
）

受
付
お
問
い
合
わ
せ

　

七
ヶ
宿
町
国
保
診
療
所

　

☎
３
７

－

２
０
０
２

　

老
齢
も
し
く
は
退
職
を
支
給
事

由
と
す
る
年
金
は
、
所
得
税
法

上
「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得
税
が

か
か
り
ま
す
。（
障
害
年
金
、
遺

族
年
金
に
は
税
金
が
か
か
り
ま
せ

ん
。）

　

年
金
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
る
所

得
税
の
計
算
は
、
受
給
者
の
方
か

ら
提
出
さ
れ
た
「
扶
養
親
族
等
申

告
書
」
を
も
と
に
行
い
ま
す
の
で
、

各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

　

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
年

金
受
給
者
の
方
に
は
「
扶
養
親
族

等
申
告
書
」
の
用
紙
が
、
11
月
上

旬
頃
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

○ 

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が
送

付
さ
れ
る
方

・�

65
歳
未
満
の
方
（
昭
和
21
年
１

月
２
日
以
後
に
生
ま
れ
た
方
）

　

…
年
金
額
が
１
０
８
万
円
以
上

・�

65
歳
以
上
の
方
（
昭
和
21
年
１

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

　

…
年
金
額
が
１
５
８
万
円
以
上

　

（
退
職
共
済
年
金
の
受
給
者
で

あ
っ
て
、
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給

さ
れ
て
い
る
方
の
場
合
は
、
退
職

共
済
年
金
の
年
金
額
が
80
万
円
以

上
）

扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
を

お
忘
れ
な
く

　

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の
提

出
が
な
い
と
き
は
、
翌
年
に
支
払

わ
れ
る
年
金
か
ら
所
得
税
が
多
く

差
し
引
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

前
年
の
申
告
内
容
に
変
更
の
な
い

方
も
提
出
が
必
要
で
す
。
同
封
の

説
明
書
を
よ
く
お
読
み
に
な
っ
て
、

決
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
０
５
７
０

－

０
５

－

１
１
６
５
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

担
当　

七
ヶ
宿
町
保
健
福
祉
課

　

髙
橋

　

☎
３
７

－

２
１
１
４

で
す
。
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

　

事
前
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

０
２
２

－

２
９
２

－

３
６
１
４
仙

台
法
務
局
人
権
擁
護
部
ま
で
お
た

ず
ね
下
さ
い
。

資
格

　

平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
、
15

歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

受
付
期
間

　

平
成
21
年
11
月
１
日
（
日
）
～

　

平
成
22
年
１
月
８
日
（
金
）

試
験
期
日

１
次
試
験

　

平
成
22
年
１
月
23
日
（
土
）

２
次
試
験

　

平
成
22
年
２
月
６
日
（
土
）
～

９
日
（
火
）

ま
で
の
指
定
す
る
１
日

詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
大
河
原
地
域
事
務
所

　

☎
０
２
２
４

－

５
３

－

２
１
８
５

　

役
場
保
健
福
祉
課

　

☎
３
７

－

２
１
１
４
（
直
通
）


